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(57)【要約】
【課題】生産時の成型の際の樹脂材料内部の気泡の発生
や、樹脂成型品の表面のヒケと呼ばれる凹みを減らすこ
とを可能にする一次放射器を提供する。
【解決手段】開口を有する導波管２と、開口から導波管
２に嵌め込まれた誘電体の放射素子１とを備え、放射素
子１は、導波管２の内部に位置するインピーダンス整合
部分１ｄと、導波管２の外部に位置する放射部分１ｃと
を含む。放射素子１は、インピーダンス整合部分１ｄお
よび放射部分１ｃの全長にわたって、導波管２の開口面
方向の断面形状が十字形状を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口を有する導波管と、
　前記開口から前記導波管に嵌め込まれた誘電体の放射素子とを備え、
　前記放射素子は、前記導波管の内部に位置するインピーダンス整合部分と、前記導波管
の外部に位置する放射部分とを含み、
　前記放射素子は、前記インピーダンス整合部分および前記放射部分の全長にわたって、
前記開口の開口面方向の断面形状が十字形状を有する、一次放射器。
【請求項２】
　前記放射素子が、２枚の板状体を十字状に組合せた構成を有し、該２枚の板状体の各々
は、前記放射素子の前記放射部分が、頂部を先端とした二等辺三角形部により、前記イン
ピーダンス整合部分が前記二等辺三角形部の底辺を一辺とした矩形部によって構成され、
該矩形部の対辺に矩形凹部が設けられた、請求項１記載の一次放射器。
【請求項３】
　前記二等辺三角形部の底辺の垂直二等分線上で、前記２枚の板状体のうちの一方片の頂
部から中程まで、他方片の底辺から中程まで、それぞれスリットが設けられ、これらのス
リットを互いに係合させて前記板状体の２枚が結合された、請求項２記載の一次放射器。
【請求項４】
　該放射素子の１枚の板状体の底辺を導波管内の電界と平行、または４５度をなす角度に
設置した、請求項１～３のいずれかに記載の一次放射器。
【請求項５】
　開口を有する導波管と、
　前記開口から前記導波管に嵌め込まれた誘電体の放射素子とを備え、
　前記放射素子は、前記導波管の内部に位置するインピーダンス整合部分と、前記導波管
の外部に位置する放射部分とを含み、
　前記放射素子は、前記インピーダンス整合部分および前記放射部分の全長にわたって、
板状部が中央から六方以上に放射状に延びる形状を有する、一次放射器。
【請求項６】
　前記放射素子は、３枚以上の板状体を放射状に組合せた構成を有し、該３枚以上の板状
体の各々は、頂部を先端とした二等辺三角形部により構成される前記放射部分と、前記二
等辺三角形部の底辺を一辺とした矩形部によって構成される前記インピーダンス整合部と
を含み、該矩形部の前記一辺とは反対側の端辺に矩形凹部が設けられた、請求項５記載の
一次放射器。
【請求項７】
　開口を有する導波管と、
　前記開口から前記導波管に嵌め込まれた誘電体の放射素子とを備え、
　前記放射素子は、前記導波管の内部に位置するインピーダンス整合部分と、前記導波管
の外部に位置する放射部分とを含み、
　前記放射素子は、前記インピーダンス整合部分および前記放射部分の全長にわたって、
１枚の板状体からなる、一次放射器。
【請求項８】
　開口を有する導波管と、
　前記開口から前記導波管に嵌め込まれた誘電体の放射素子とを備え、
　前記放射素子は、前記導波管の内部に位置するインピーダンス整合部分と、前記導波管
の外部に位置する放射部分とを含み、
　前記放射素子の前記放射部分が、全体輪郭で頂部を先端とした円錐形状を呈し、先端部
分が円錐体、他の部分が円板を導波管の軸方向に一定の間隔をおいて複数個配置された構
成を有し、前記インピーダンス整合部分が、開放端をなす底を有する円筒体である、一次
放射器。
【請求項９】
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　前記導波管の形状を円形導波管または正方形導波管とした、請求項１ないし８のいずれ
か１記載の一次放射器。
【請求項１０】
　前記導波管の開口部にフレアまたはコルゲートを設けた請求項１ないし９のいずれか１
記載の一次放射器。
【請求項１１】
　前記導波管の開口部にコルゲートを設け、該コルゲートの溝の深さを周波数の１／４波
長に最適化した請求項１～９のいずれかに記載の一次放射器。
【請求項１２】
　前記導波管の開口部に前記放射素子と同一部材で構成された蓋が取り付けられ、導波管
の内側と外側との間で気密を得るようにした、請求項１ないし１１のいずれかに記載の一
次放射器。
【請求項１３】
　放射素子全体を覆うように、放射素子と同一部材で構成された覆いが取り付けられ、導
波管の内側と外側の間で気密を得るようにした、請求項１～１１のいずれかに記載の一次
放射器。
【請求項１４】
　請求項1から１３のいずれかに記載の一次放射器を備える、マイクロ波受信用コンバー
タ。
【請求項１５】
　請求項1から１３のいずれかに記載の一次放射器を備えるトランスミッタ。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のマイクロ波受信用コンバータを含むパラボラアンテナ装置。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のトランスミッタを含むパラボラアンテナ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衛星放送や衛星通信などのマイクロ波受信用あるいは送信用のパラボラアン
テナの一次放射器、ならびに、それを用いたマイクロ波受信用コンバータ、トランスミッ
タおよびパラボナアンテナ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　誘電体材料を放射素子とした一次放射器の形状の従来例として、図１７（ａ），（ｂ）
に示すように円柱を基本としたものがある（たとえば特許文献１参照）。この従来例では
、放射素子８１は、自由空間（放射空間）とのインピーダンス整合をとり、かつ所望の放
射パターン（指向特性）を得るために円錐形状としている。また、導波管８２内は凹形状
８１ａとし、導波管内と一次放射器とをインピーダンス整合を取る。インピーダンス整合
を取ることは、導波管内と自由空間（放射空間）との間の伝送系の反射を少なくし、伝送
ロスを軽減するために必要な措置である。また、放射素子の基本形状を角柱とした一次放
射器も多く見られ、これらも導波管内、放射部分ともに前述の必要な形状をしている。
【特許文献１】特開２００１－６８９２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した従来例における一次放射器の形状は、誘電体材料として主に使われる樹脂の成
型において問題が多い。円柱、角柱形状の一次放射器は、ともに立体的で体積の大きな樹
脂の塊となっているが、この形状に起因して、生産時の成型の際に問題が発生する。すな
わち、金型に高温の溶融樹脂材料を注入後、硬化過程にて材料の収縮が起き、樹脂材料の
内部に気泡が発生したり、樹脂成型品の表面にヒケと呼ばれる凹みが生じたりする。
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【０００４】
　樹脂成型品内部の気泡が大きい場合、放射素子全体の等価的な誘電率が変わり、また放
射素子の各部分で誘電率が異なることになり、導波管内や自由空間とのインピーダンス整
合、放射パターンなど放射素子として所定の特性が得られなくなる。また、樹脂成型品の
表面のヒケは、外観上の劣化をもたらす。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決し、生産時の成型の際の樹脂材料内部の気泡の発生や、樹脂
成型品の表面のヒケと呼ばれる凹みを減らすことが可能な一次放射器の構造を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する本発明の一次放射器は、開口を有する導波管と、開口から導波管に
嵌め込まれた誘電体の放射素子とを備え、放射素子は、導波管の内部に位置するインピー
ダンス整合部分と、導波管の外部に位置する放射部分とを含む。放射素子は、インピーダ
ンス整合部分および放射部分の全長にわたって、開口の開口面方向の断面形状が十字形状
を有する。
【０００７】
　本発明の一実施形態においては、放射素子が、２枚の板状体を十字状に組合せた構成を
有し、該２枚の板状体の各々は、放射素子の放射部分が、頂部を先端とした二等辺三角形
部により、インピーダンス整合部分が二等辺三角形部の底辺を一辺とした矩形部によって
構成され、該矩形部の対辺に矩形凹部が設けられている。
【０００８】
　放射素子の放射部分は、二等辺三角形部の底辺の垂直二等分線上で、２枚の板状体のう
ちの一方片の頂部から中程まで、他方片の底辺から中程まで、それぞれスリットが設けら
れ、これらのスリットを互いに係合させて板状体の２枚が結合された構成を有することが
できる。放射素子の１枚の板状体の底辺は、導波管内の電界と平行、あるいは４５度をな
す角度に設置することが好ましい。
【０００９】
　本発明の一次放射器において、放射素子の形状を、インピーダンス整合部分および放射
部分の全長にわたって、板状部が中央から六方以上に放射状に延びる形状にしてもよく、
また、１枚の板状体としてもよい。さらに、放射素子の放射部分が、全体輪郭で頂部を先
端とした円錐形状を呈し、先端部分が円錐体、他の部分が円板を導波管の軸方向に一定の
間隔をおいて複数個配置された構成を有してもよい。
【００１０】
　本発明の一次放射器の実施形態においては、導波管の形状を円形導波管または正方形導
波管とすることができ、また、導波管の開口部にフレアまたはコルゲートを設けてもよい
。さらに、導波管の開口部にコルゲートを設ける場合、該コルゲートの溝の深さを周波数
の１／４波長に最適化することが好ましい。
【００１１】
　本発明の一実施形態においては、導波管の開口部に放射素子と同一部材で構成された蓋
が取り付けられ、導波管の内側と外側との間で気密を得るようにしている。また、他の実
施形態においては、放射素子全体を覆うように、放射素子と同一部材で構成された覆いが
取り付けられ、導波管の内側と外側の間で気密を得るようにしている。
【００１２】
　本発明には、本発明の一次放射器を備えるマイクロ波受信用コンバータ、トランスミッ
タ、および、これらのいずれかを備えるパラボラアンテナ装置が含まれる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、生産時の成型の際の樹脂材料内部の気泡の発生や、樹脂成型品の表面の
ヒケと呼ばれる凹みを減らすことができることとなった。このため放射素子全体の等価的
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な誘電率均一となり、導波管内や自由空間とのインピーダンス整合、放射パターンなど放
射素子として安定した特性が得られる。また、樹脂成型品の表面のヒケが目立たなくなり
、外観上良好な製品が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　放送衛星、通信衛星の受信を行なうパラボラアンテナは、反射鏡の焦点の位置に一次放
射器を設け、一次放射器で受信した信号を、導波管を介して、ローノイズ・ブロック・ダ
ウン・コンバータ（Low Noise Block down-converter，以下「ＬＮＢ」と記す）と呼ばれ
る周波数変換器（マイクロ波受信用コンバータ）に伝送される。
【００１５】
　一次放射器の機能は、上述の通り、自由空間と導波管内とのインピーダンス整合を取る
ことによって反射の少ない伝送を行ない、また、一次放射器から見た反射鏡の開口角に応
じた放射パターン（指向特性）を得ることにある。
【００１６】
　放送衛星、通信衛星などに使用される信号電波は、直線偏波あるいは円偏波が用いられ
、直線偏波受信用のアンテナは、垂直偏波および水平偏波の両方あるいはいずれか一方、
円偏波受信用のアンテナは、右旋円偏波および左旋円偏波の両方あるいはいずれか一方を
受信する。円偏波は、垂直偏波と水平偏波の合成で得られるもので、いずれかの偏波の位
相が９０度進んでいるか、あるいは遅れているかによって、右旋円偏波あるいは左旋円偏
波になる。
【００１７】
　以上の通り、放送衛星、通信衛星からの電波は、単一の偏波、あるいは直交する２つの
偏波の組合せによるものであるため、一次放射器の形は偏波の方向に合った形、つまり板
形状でよいことになる。つまり、単一偏波受信の場合は１枚の板形状の一次放射器、その
他の偏波の受信の場合は２つの板形状を組合せた形状の一次放射器でよいということにな
る。
【００１８】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態の一次放射器について、図１（ａ），（ｂ）に基づいて説
明する。図１（ａ），（ｂ）は、誘電体材料を放射素子１とした導波管２を持つ一次放射
器の斜視図を示す。放射素子１の形は、板形状の誘電体を十字状に２つ組合せた形として
いる。その形状は、円形導波管２内とのインピーダンス整合をとり、さらに自由空間（放
射空間）とのインピーダンス整合および所定の放射パターン（指向特性）を得るための形
としている。放射部分１ｃが頂部を先端とした二等辺三角形部、インピーダンス整合部分
１ｄが二等辺三角形部の底辺を一辺とした矩形部でその対辺に矩形凹部１ｅを持つ、板状
体の２枚が二等辺三角形部の底辺の二等分線上で結合され、該放射素子の導波管内のイン
ピーダンス整合部分１ｄおよび導波管外の放射部分１ｃともに、導波管の開口面方向の断
面形状を、十字形状としている。
【００１９】
　誘電体の板の方向は、放射素子の１枚の板状体の底辺を導波管内の水平偏波および垂直
偏波の電界３－Ｈ，３－Ｖと平行としている。図１（ｃ）は、単一の偏波の場合の電界３
を表している。
【００２０】
　以下、図２～図１１に基づいて、本発明の第１実施形態の種々の変形例について説明す
る。図２は、放射素子１１の板の方向を、放射素子の１枚の板状体の底辺を導波管内の電
界３－Ｈ，３－Ｖと４５度をなす角度に設置した一次放射器の例である。誘電体の形状は
電界の方向に対して左右（上下）対称であり、一次放射器を通過する電界はその方向を変
えられることなく通過する。図３は、放射素子４１が組み込まれる導波管４２の形状を正
方形導波管とした一次放射器の例であり、図４は、放射素子５１が組み込まれる導波管５
２の開口部にフレア５４を設けた一次放射器の例を示す。また、図５は、放射素子６１が
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組み込まれる導波管６２の開口部にコルゲート（ヒダ）６５を設けた一次放射器の例を示
す。図ではコルゲートの数を１つとして示しているが、複数個設ける場合も含まれる。
【００２１】
　図６は、放射素子７１と一体構造で、導波管７２の内側と外側の間の気密を得るための
導波管の開口部に蓋の部分７６を設けたものである。図７は、放射素子全体を放射素子と
同一部材で構成された覆い１０６により、導波管の内側と外側の間で気密を得る構造とし
たものである。
【００２２】
　上記第１実施形態の構造によれば、誘電体樹脂の射出成型の場合、高温で射出された樹
脂材料が冷えて固まる際、収縮によって樹脂体積が小さくなるためヒケや気泡が発生する
が、この収縮は元の体積の大きさに影響されるため、元の体積の小さい板状の方が、ヒケ
や気泡の発生の少ない安定した生産ができる。
【００２３】
　ここで、上記第１実施形態の一次放射器の構造による作用効果を説明する。図２の放射
素子１１の板の方向を、導波管内の電界３－Ｈ，３－Ｖと４５度をなす角度に設置した一
次放射器や、図３の誘電体の板を２つ以上組合せて放射状にした一次放射器の例では、電
界から見た誘電体の等価な体積が、図１の一次放射器と異なる。このため、導波管内との
インピーダンス整合や自由空間（放射空間）とのインピーダンス整合はそれらに合わせて
最適化する必要があるが、図１に示す一次放射器とは異なった放射パターン（指向特性）
を得ることができる。
【００２４】
　図１に示す一次放射器のように、放射素子１を構成する板状部材の方向と、電界の方向
（偏波）３－Ｈおよび３－Ｖが平行である場合には、電界は板状誘電体の影響を大きく受
ける。図２のように、４５度ずれる場合には、実効的な誘電体の影響は図１に比べ小さく
なり、放射パターン（指向特性）が広く、ゲインが小さい特性になる。また、放射素子の
板を増加したことによって、実効的な誘電体の影響が大きくなり、放射パターン（指向特
性）が狭く、ゲインが高い特性になる。また、図４に示す一次放射器によれば、導波管５
２の開口部にフレア５４を設けることにより、フレアによって図１に示す一次放射器とは
異なった放射パターン（指向特性）を得ることができる。
【００２５】
　導波管６２の開口部にコルゲート６５を設けた、図５に示す一次放射器では、コルゲー
トの溝の深さを例えば周波数の１／４波長などに最適化することによって、サイドローブ
の小さい良好な放射パターン（指向特性）を得ることができる。図６に示す蓋７６、図７
に示す覆い１０６は、コンバータの気密を高めるという重要な機能を果たし、これらによ
って、屋外の環境からコンバータ内の電子回路などを保護することができる。
【００２６】
　次に、本発明の第１実施形態の、十字状の放射素子を２枚の誘電体板を組合せて構成し
た変形例について説明する。十字状の誘電体素子は、一体成型で形成することも可能であ
るが、図８～図１１に示す変形例のように、２枚の誘電体板を嵌め合わせて組合せること
によっても、十字状の放射素子を形成することができる。この場合、２枚の誘電体板を組
合せる工程が必要となるが、成型容易性が向上するという利点がある。図８に示す変形例
は、導波管の形状を円形とした一次放射器の場合の構造例を示し、二等辺三角形部の底辺
の二等分線上で、一方片１ａの頂部から中程まで、他方片１ｂの底辺から中程まで、それ
ぞれスリット１ｆ，１ｇが設けられ、これらの互いのスリットを介して板状体の２枚が結
合される。図９に示す変形例は、導波管の形状を正方形とした一次放射器の場合の構造例
を示し、放射素子４１が一方片４１ａに他方片４１ｂを嵌め合わせることにより形成され
る。図１０に示す変形例は、導波管の開口部にフレアを設けた一次放射器の場合の構造例
を示し、放射素子５１が一方片５１ａに他方片５１ｂを嵌め合わせることにより形成され
る。図１１に示す変形例は、導波管の開口部に折り返しのコルゲートを設けた一次放射器
の構造例を示し、放射素子６１が一方片６１ａに他方片６１ｂを嵌め合わせることにより
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形成される。
【００２７】
　図１２は、本発明の一次放射器を設けたＬＮＢあるいはトランスミッタの一例を示し、
図１３は、本発明の一次放射器を設けたＬＮＢあるいはトランスミッタを使用したパラボ
ナアンテナの一例を示す。
【００２８】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態の一次放射器について説明する。図１４は、誘電体の板状
体を３枚組合せて放射状にした、第２実施形態の一次放射器を示す。図１４（ａ）は、導
波管２２の開口から嵌め込まれた放射素子２１の先端からみた図である。図１（ｂ）と同
様に放射部分が頂部を先端とした二等辺三角形部、インピーダンス整合部分が二等辺三角
形部の底辺を一辺とした矩形部で、その対辺に矩形凹部を持つ。この３枚の板状体が二等
辺三角形部の底辺の垂直二等分線上で結合され、該放射素子の導波管の開口面方向の断面
形状を放射形状としている。本実施形態では、放射素子２１として、誘電体の４枚の板状
体を組合せて、中央から八方に向かう放射状にした場合を示したが、３枚あるいは５枚以
上の誘電体の板状体を組合せて放射状の放射素子を形成してもよい。
【００２９】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態の一次放射器について説明する。図１５は、放射素子３１
の形状を板形状とした、第３実施形態の一次放射器である。これは単一の偏波の場合の例
を表している。図１（ｂ）と同様に、放射部分が頂部を先端とした二等辺三角形部、イン
ピーダンス整合部分が二等辺三角形部の底辺を一辺とした矩形部でその対辺に矩形凹部を
持つ。このような板状板状体からなる。そして、該放射素子の導波管の開口面方向の断面
形状を一字形状とした。
【００３０】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態の一次放射器について説明する。図１６は、放射素子９１
の形状を、円板を導波管の軸方向に一定の間隔をおいて複数個配置した、第４実施形態の
一次放射器である。放射部分９１ｃは全体輪郭が頂部を先端とした円錐状を呈し、先端部
分が円錐体９１ｂ、他の部分が円板９１ｃを導波管９２の軸方向に一定の間隔をおいて複
数個配置したものである。インピーダンス整合部分９１ｄが底を外部に向けた円筒体であ
る。
【００３１】
　なお、本発明の第１実施形態の変形例として示した、図２～５に示した導波管形状、図
６および７に示した気密のための構造、については、第１の実施形態に限られず、第２～
第４実施形態の一次放射器にも同様に適用されることは言うまでもない。
【００３２】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】（ａ）は本発明の第１実施形態の斜視図、（ｂ）は（ａ）の分解説明図、（ｃ）
は第１実施形態の一変形例を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は本発明の第１実施形態の他の変形例を示す斜視図、（ｂ）は（ａ）の底
面図である。
【図３】本発明の第１実施形態のさらに他の変形例である、導波管の形状を正方形とした
場合の斜視図である。
【図４】本発明の第１実施形態のさらに他の変形例である、導波管の開口部にフレアを設
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【図５】本発明の第１実施形態のさらに他の変形例である、導波管の開口部に折り返しの
コルゲートを設けた場合の斜視図である。
【図６】本発明の第１実施形態のさらに他の変形例である、導波管の内側と外側の間の気
密を得るための蓋を有する場合の斜視図である。
【図７】（ａ）は本発明の第１実施形態のさらに他の変形例である、導波管の内側と外側
の間の気密を得るための覆いを有する場合の斜視図、（ｂ）は（ａ）の斜め下から見た図
、（ｃ）は（ａ）の正面図である。
【図８】本発明の第１実施形態の、放射素子を２枚の誘電体板を組合せて構成した変形例
を、誘電体板部分を分解斜視図で示したものであり、特に、導波管の形状を円形とした一
次放射器の場合の構造例を示す。
【図９】本発明の第１実施形態の、放射素子を２枚の誘電体板を組合せて構成した変形例
を、誘電体板部分を分解斜視図で示したものであり、特に、導波管の形状を正方形とした
一次放射器の場合の構造例を示す。
【図１０】本発明の第１実施形態の、放射素子を２枚の誘電体板を組合せて構成した変形
例を、誘電体板部分を分解斜視図で示したものであり、特に、導波管の開口部にフレアを
設けた一次放射器の場合の構造例を示す。
【図１１】本発明の第１実施形態の、放射素子を２枚の誘電体板を組合せて構成した変形
例を、誘電体板部分を分解斜視図で示したものであり、特に、導波管の開口部に折り返し
のコルゲートを設けた一次放射器の構造例を示す。
【図１２】本発明の第１実施形態の一次放射器を有するＬＮＢあるいはトランスミッタの
斜視図である。
【図１３】本発明の第１実施形態の一次放射器を有するＬＮＢあるいはトランスミッタを
取付けたアンテナ装置の概要図である。
【図１４】（ａ）は本発明の第２実施形態の斜視図、（ｂ）は（ａ）の底面図である。
【図１５】本発明の第３実施形態の斜視図である。
【図１６】（ａ）は本発明の第４実施形態の斜視図、（ｂ）は（ａ）の中央縦断面図であ
る。
【図１７】（ａ）は、従来の誘電体材料を放射素子とした一次放射器の斜視図、（ｂ）は
（ａ）の中央縦断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１，１１，２１，３１，４１，５１，６１，７１，９１，１０１　放射素子、２，１２
，２２，３２，４２，５２，６２，７２，９２，１０２　導波管、３　電界の方向、５４
　導波管のフレア部、６５　導波管のコルゲート部、７６　導波管の内側と外側の気密を
得るための蓋部、１０６　導波管の内側と外側の気密を得るための覆い部、７　ＬＮＢま
たはトランスミッタの筐体、８　ＬＮＢまたはトランスミッタ、９　パラボラアンテナの
反射鏡。
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